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(57)【要約】
【課題】ある程度以上の大きさを有する生体内開口であ
っても迅速かつ確実に閉塞することができる使い勝手の
よい内視鏡用生体内開口閉塞具を提供すること。
【解決手段】開口閉塞ユニット１０は、可撓性シース１
内においてロッド状部材１１に沿って後方に向かって折
り畳まれた状態になるようロッド状部材１１の先端側に
設けられた一対の受け側閉塞羽根１２と、可撓性シース
１内においてロッド状部材１１に沿って前方に向かって
折り畳まれた状態になるようロッド状部材１１にスライ
ド自在に取り付けられたスライド側閉塞羽根１３とを備
え、受け側閉塞羽根１２とスライド側閉塞羽根１３は、
可撓性シース１外に押し出されると略平行の向きをなす
状態に各々が広がる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱自在な可撓性シースと、
　上記可撓性シース内に緩く挿通配置されて基端側からの操作により軸線方向に進退する
可撓性の操作線材と、
　上記操作線材により上記可撓性シースの先端内から前方に押し出されるように上記可撓
性シースの先端内に配置された開口閉塞ユニットとを備え、
　上記開口閉塞ユニットは、
　上記操作線材と分離可能に連結されて上記可撓性シース内に軸線と平行方向に配置され
たロッド状部材と、
　上記可撓性シース内において上記ロッド状部材に沿って後方に向かって折り畳まれた状
態になるよう上記ロッド状部材の先端側に取り付けられて、上記可撓性シース外において
は上記ロッド状部材を中心にしてあい反する方向に上記ロッド状部材に対し所定の角度を
なす範囲まで広がる一対の受け側閉塞羽根と、
　上記可撓性シース内において上記ロッド状部材に沿って前方に向かって折り畳まれた状
態になるよう上記ロッド状部材にスライド自在に取り付けられて、上記可撓性シース外に
おいては上記ロッド状部材を中心にして上記受け側閉塞羽根と略平行の向きに上記ロッド
状部材に対し所定の角度をなす範囲まで広がる一対のスライド側閉塞羽根と、
　上記可撓性シース外において上記操作線材の先端から分離されるように上記ロッド状部
材の後端側に設けられた連結部材とを有する
　ことを特徴とする内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項２】
　上記受け側閉塞羽根と上記スライド側閉塞羽根の少なくも一方が、開いた状態では上記
ロッド状部材に対して略直角をなす方向まで広がってそれ以上の広がりが規制されるよう
に形成されている請求項１記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項３】
　上記受け側閉塞羽根と上記スライド側閉塞羽根の少なくも一方が、上記可撓性シース内
において長手方向と幅方向の両方向に折り畳まれている請求項１又は２記載の内視鏡用生
体内開口閉塞具。
【請求項４】
　上記受け側閉塞羽根が、上記ロッド状部材と微小断面積でつながった状態に形成されて
いる請求項１ないし３のいずれかの項に記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項５】
　上記可撓性シース外において向かい合う上記受け側閉塞羽根と上記スライド側閉塞羽根
の少なくも一方の対向面に突起が突出形成されている請求項１ないし４のいずれかの項に
記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項６】
　上記ロッド状部材が矩形状の断面形状に形成され、それによって上記スライド側閉塞羽
根の開き方向が規制されている請求項１ないし５のいずれかの項に記載の内視鏡用生体内
開口閉塞具。
【請求項７】
　上記スライド側閉塞羽根を前方に押し進める押進部材が、上記スライド側閉塞羽根の後
側に隣接して上記ロッド状部材に対しスライド自在に係合して設けられている請求項１な
いし６のいずれかの項に記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項８】
　上記押進部材と上記ロッド状部材との係合状態に摩擦抵抗と水密性を付与する弾力性部
材が上記押進部材に設けられている請求項７記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項９】
　上記押進部材と上記スライド側閉塞羽根とが微小断面積でつながった状態に形成されて
いる請求項７又は８記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
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【請求項１０】
　上記可撓性シースの先端に、上記押進部材が上記可撓性シース内から前方に押し出され
るのは許容し、逆に前方から上記可撓性シース内に戻るのは阻止する逆止機能を備えた先
端口金が取り付けられている請求項７、８又は９記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項１１】
　上記先端口金には、上記先端口金の先端側の部分が径方向に弾性変形できるように前方
に開口するスリットが形成され、上記押進部材の外周部には、上記先端口金の先端開口部
が係合する段部が形成されている請求項１０記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項１２】
　上記受け側閉塞羽根と上記スライド側閉塞羽根の少なくも一方を上記可撓性シース外に
おいて強制的に広がらせるための付勢部材が設けられている請求項１ないし１１のいずれ
かの項に記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項１３】
　上記操作線材の先端に、弾力的に開閉動作をする連結フックが設けられていて、上記連
結フックが上記可撓性シース内では窄められた状態に弾性変形し、上記可撓性シース外で
は自己の弾性により広がった状態になる請求項１ないし１２のいずれかの項に記載の内視
鏡用生体内開口閉塞具。
【請求項１４】
　上記ロッド状部材の後端側に設けられた連結部材に、上記連結フックが窄められた状態
で係合する括れ部が形成されている請求項１３記載の内視鏡用生体内開口閉塞具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに通されて体内臓器等に形成された開口を
閉塞するために用いられる内視鏡用生体内開口閉塞具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡を利用して、開腹手術をすることなく病変の切開、切除等を行う内視鏡的処置が
ごく一般的に行われているが、近年はさらに一歩進んで、体内臓器にできた開口を経内視
鏡的に閉塞する試みがされている。
【０００３】
　そのような開口閉塞術に用いることができる内視鏡用生体内開口閉塞具として、開口部
を縫合糸で縫い合わせるようにしたものや（例えば、特許文献１）、内視鏡の処置具挿通
チャンネルに挿脱自在な可撓性シースの先端内に、可撓性又は弾力性のある材料により一
部品又は二部品で糸巻状に形成された吻合ボタンを分離自在に配置し、吻合対象の開口部
に吻合ボタンを押し込んで、その一対の鍔状部で吻合対象部を挟み付けるようにしたもの
等がある（例えば、特許文献２）。
【特許文献１】特開２００６－２３９４５５
【特許文献２】特開２００５－９５６７３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１等に記載された発明においては、開口部を縫合糸で一つ一つ縫い合
わせる必要があるので、ある程度以上の大きさを有する開口部を閉塞するためには、縫合
操作を何度も繰り返す必要があって膨大な時間と労力が費やされることになり、患者と医
師の双方において大きな負担が生じていた。
【０００５】
　また、特許文献２等に記載された発明においても、吻合ボタンの直径が可撓性シースの
内部空間（一般的に直径２ｍｍ程度）に収納可能なサイズに制限されてしまうので、特許
文献１に記載された発明と同様の問題があった。
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【０００６】
　本発明は、ある程度以上の大きさを有する生体内開口であっても迅速かつ確実に閉塞す
ることができる使い勝手のよい内視鏡用生体内開口閉塞具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用生体内開口閉塞具は、内視鏡の処置具挿
通チャンネルに挿脱自在な可撓性シースと、可撓性シース内に緩く挿通配置されて基端側
からの操作により軸線方向に進退する可撓性の操作線材と、操作線材により可撓性シース
の先端内から前方に押し出されるように可撓性シースの先端内に配置された開口閉塞ユニ
ットとを備え、開口閉塞ユニットは、操作線材と分離可能に連結されて可撓性シース内に
軸線と平行方向に配置されたロッド状部材と、可撓性シース内においてロッド状部材に沿
って後方に向かって折り畳まれた状態になるようロッド状部材の先端側に取り付けられて
、可撓性シース外においてはロッド状部材を中心にしてあい反する方向にロッド状部材に
対し所定の角度をなす範囲まで広がる一対の受け側閉塞羽根と、可撓性シース内において
ロッド状部材に沿って前方に向かって折り畳まれた状態になるようロッド状部材にスライ
ド自在に取り付けられて、可撓性シース外においてはロッド状部材を中心にして受け側閉
塞羽根と略平行の向きにロッド状部材に対し所定の角度をなす範囲まで広がる一対のスラ
イド側閉塞羽根と、可撓性シース外において操作線材の先端から分離されるようにロッド
状部材の後端側に設けられた連結部材とを有するものである。
【０００８】
　なお、受け側閉塞羽根とスライド側閉塞羽根の少なくも一方が、開いた状態ではロッド
状部材に対して略直角をなす方向まで広がってそれ以上の広がりが規制されるように形成
されていてもよく、受け側閉塞羽根とスライド側閉塞羽根の少なくも一方が、可撓性シー
ス内において長手方向と幅方向の両方向に折り畳まれていてもよい。
【０００９】
　また、受け側閉塞羽根が、ロッド状部材と微小断面積でつながった状態に形成されてい
てもよく、可撓性シース外において向かい合う受け側閉塞羽根とスライド側閉塞羽根の少
なくも一方の対向面に突起が突出形成されていてもよい。
【００１０】
　また、ロッド状部材が矩形状の断面形状に形成され、それによってスライド側閉塞羽根
の開き方向が規制されていてもよく、スライド側閉塞羽根を前方に押し進める押進部材が
、スライド側閉塞羽根の後側に隣接してロッド状部材に対しスライド自在に係合して設け
られていてもよい。
【００１１】
　その場合、押進部材とロッド状部材との係合状態に摩擦抵抗と水密性を付与する弾力性
部材が押進部材に設けられていてもよく、押進部材とスライド側閉塞羽根とが微小断面積
でつながった状態に形成されていてもよい。
【００１２】
　そして、可撓性シースの先端に、押進部材が可撓性シース内から前方に押し出されるの
は許容し、逆に前方から可撓性シース内に戻るのは阻止する逆止機能を備えた先端口金が
取り付けられていてもよく、先端口金には、先端口金の先端側の部分が径方向に弾性変形
できるように前方に開口するスリットが形成され、押進部材の外周部には、先端口金の先
端開口部が係合する段部が形成されていてもよい。
【００１３】
　また、受け側閉塞羽根とスライド側閉塞羽根の少なくも一方を可撓性シース外において
強制的に広がらせるための付勢部材が設けられていてもよく、操作線材の先端に、弾力的
に開閉動作をする連結フックが設けられていて、連結フックが可撓性シース内では窄めら
れた状態に弾性変形し、可撓性シース外では自己の弾性により広がった状態になるように
してもよく、ロッド状部材の後端側に設けられた連結部材に、連結フックが窄められた状
態で係合する括れ部が形成されていてもよい。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、受け側閉塞羽根とスライド側閉塞羽根とが設けられた開口閉塞ユニッ
ト操作線材を、可撓性シースの先端内から前方に押し出すだけで、ある程度以上の大きさ
を有する生体内開口であっても迅速かつ確実に閉塞することができ、極めて優れた使い勝
手を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱自在な可撓性シースと、可撓性シース内に緩く挿
通配置されて基端側からの操作により軸線方向に進退する可撓性の操作線材と、操作線材
により可撓性シースの先端内から前方に押し出されるように可撓性シースの先端内に配置
された開口閉塞ユニットとを備え、開口閉塞ユニットは、操作線材と分離可能に連結され
て可撓性シース内に軸線と平行方向に配置されたロッド状部材と、可撓性シース内におい
てロッド状部材に沿って後方に向かって折り畳まれた状態になるようロッド状部材の先端
側に取り付けられて、可撓性シース外においてはロッド状部材を中心にしてあい反する方
向にロッド状部材に対し所定の角度をなす範囲まで広がる一対の受け側閉塞羽根と、可撓
性シース内においてロッド状部材に沿って前方に向かって折り畳まれた状態になるようロ
ッド状部材にスライド自在に取り付けられて、可撓性シース外においてはロッド状部材を
中心にして受け側閉塞羽根と略平行の向きにロッド状部材に対し所定の角度をなす範囲ま
で広がる一対のスライド側閉塞羽根と、可撓性シース外において操作線材の先端から分離
されるようにロッド状部材の後端側に設けられた連結部材とを有する。
【実施例】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図２は、本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の先端部分の側面断面
図、図３は平面断面図、図４は図２におけるIV－IV断面図である。
【００１７】
　１は、図示されていない内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱自在な可撓性シースであ
り、例えば四フッ化エチレン樹脂チューブ等のような可撓性チューブで形成されている。
その太さは例えば直径２～３ｍｍ程度、長さは例えば０．５～１．５ｍ程度である。
【００１８】
　可撓性シース１の先端には、例えばステンレス鋼パイプ素材等から形成された金属製の
円筒状の先端口金１Ａが真っ直ぐに連結されている。先端口金１Ａは可撓性シース１の一
部という概念である。先端口金１Ａの内外径は可撓性シース１の内外径と略同寸法であり
、先端口金１Ａの最先端部分は少しだけ小さな径に絞られている。
【００１９】
　可撓性シース１内には、基端側に設けられた操作部（図示せず）から軸線方向に進退操
作される可撓性の操作線材２が、略全長にわたって緩く挿通配置されている。操作線材２
としては金属製撚り線ワイヤを用いることができるが、腰の強いトルクワイヤや密着巻き
コイルパイプ等を用いると腰折れが発生し難い。
【００２０】
　可撓性シース１の先端内には、体内臓器等に形成された開口を閉塞するための開口閉塞
ユニット１０が、可撓性シース１の先端内（即ち、先端口金１Ａの先端内）からその前方
に押し出されるように配置されている。
【００２１】
　開口閉塞ユニット１０は、操作線材２と分離可能に連結されて可撓性シース１の軸線と
平行方向（ここでは軸線位置）に配置された断面形状が矩形状のロッド状部材１１と、ロ
ッド状部材１１の先端側に設けられた一対の受け側閉塞羽根１２と、ロッド状部材１１に
スライド自在に取り付けられた一対のスライド側閉塞羽根１３とを備えている。
【００２２】
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　開口閉塞ユニット１０と操作線材２とは、開口閉塞ユニット１０の後端に設けられた連
結部材１４と、弾力的に開閉動作をするように操作線材２の先端に取り付けられた連結フ
ック３とで分離可能に連結されている。
【００２３】
　連結フック３は、自然状態では可撓性シース１の内部空間より大きく広がった形状に形
成されていて、可撓性シース１内では図２に示されるように窄められた状態に弾性変形し
、可撓性シース１外では自己の弾性により広がった状態になる。
【００２４】
　連結部材１４には、連結フック３が窄められた状態で係合する括れ部１４ａが形成され
ていて、可撓性シース１内では連結フック３が括れ部１４ａに対し外れないように係合し
、連結フック３が先端口金１Ａの先端から前方に押し出されると、連結フック３が広がっ
て括れ部１４ａとの係合が外れ、連結部材１４と操作線材２の先端とが分離される。
【００２５】
　一対の受け側閉塞羽根１２は、ロッド状部材１１を中心にしてあい反する方向（即ち、
１８０°反対側）に配置されていて、各々が可撓性シース１内ではロッド状部材１１に沿
って後方に向かって折り畳まれた状態になるようロッド状部材１１の先端側に設けられて
いる。
【００２６】
　各受け側閉塞羽根１２とロッド状部材１１とは、ロッド状部材１１の先端近傍において
、微小断面積のつながり部１２ａでつながった状態にプラスチック材で一体成形されてい
る。そして、図２に示されるように、受け側閉塞羽根１２の先端面がロッド状部材１１の
側面に対して略直角をなすように構成されている。
【００２７】
　その結果、各受け側閉塞羽根１２は、可撓性シース１外においては、つながり部１２ａ
を中心にロッド状部材１１に対し９０°をなす角度まで広がることができてそれ以上の広
がりが規制され、一対の受け側閉塞羽根１２とロッド状部材１１とで略Ｔ字状になるよう
になっている（図５等参照）。ただし、各受け側閉塞羽根１２の広がり角度が９０°以外
の所定の角度であってもよい。
【００２８】
　一対のスライド側閉塞羽根１３は、可撓性シース１内でロッド状部材１１に沿って前方
に向かって折り畳まれた状態になるよう、ロッド状部材１１を中心にしてあい反する方向
（即ち、１８０°反対側）に、受け側閉塞羽根１２と向きを合わせて配置されている。
【００２９】
　各スライド側閉塞羽根１３は、スライド側閉塞羽根１３を前方に押し進めるための押進
部材１５と微小断面積のつながり部１３ａでつながった状態にプラスチック材で一体成形
されている。
【００３０】
　押進部材１５は、スライド側閉塞羽根１３の後側に隣接してロッド状部材１１に対しス
ライド自在に係合して設けられている。したがって、一対のスライド側閉塞羽根１３も押
進部材１５と共にロッド状部材１１に対しスライド自在である。
【００３１】
　そして、図２に示されるように、スライド側閉塞羽根１３の後端面が押進部材１５の側
面に対して略直角をなしているので、各スライド側閉塞羽根１３は、可撓性シース１外に
おいては、つながり部１３ａを中心に押進部材１５及びロッド状部材１１に対し略９０°
をなす角度まで広がることができてそれ以上の広がりが規制され、一対のスライド側閉塞
羽根１３とロッド状部材１１とで略十字状になるようになっている（図７等参照）。各ス
ライド側閉塞羽根１３の広がり角度が９０°以外の所定の角度であってもよいが、受け側
閉塞羽根１２とスライド側閉塞羽根１３が、共に広がった状態においては略平行の向きに
なるのが望ましい。
【００３２】
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　ロッド状部材１１に対する押進部材１５の係合部は、ロッド状部材１１に対してスライ
ド自在であるが回転はしないように嵌合する矩形状の孔になっている。したがって、押進
部材１５はロッド状部材１１に対して軸線周り方向に回転することができず、その結果、
スライド側閉塞羽根１３の配置と開き方向が受け側閉塞羽根１２と同方向に規制されてい
る。
【００３３】
　可撓性シース１外において向かい合う受け側閉塞羽根１２とスライド側閉塞羽根１３の
対向面（即ち、体内臓器に形成された開口を閉塞するために向かい合う面であって、可撓
性シース１内では畳み込まれている面）には、図４にも示されるように、体壁面等によく
食い込むように突起１２ｔ，１３ｔが突出形成されている。ただし、それが受け側閉塞羽
根１２とスライド側閉塞羽根１３の一方のみに形成されていてもよく、双方共に設けられ
ていなくてもよい。
【００３４】
　押進部材１５は、外面が可撓性シース１と先端口金１Ａの内周面に緩く嵌合する形状に
形成され、その内面側に環状に形成された凹所には、押進部材１５とロッド状部材１１と
の係合部分に摩擦抵抗と水密性を付与する弾力性部材１６が取り付けられている。
【００３５】
　弾力性部材１６は、例えば弾力性のあるゴム材等で環状に形成されて、少し圧縮された
状態でロッド状部材１１の表面に接触している。その結果、押進部材１５は、弾力性部材
１６により付与される摩擦抵抗により適度にブレーキが効いた状態で、ロッド状部材１１
に対してスライドする。また、弾力性部材１６の接触部が水密に封止される。
【００３６】
　先端口金１Ａには、図３及び図４に示されるように、先端口金１Ａの先端側の部分が径
方向にスムーズに弾性変形できるように、前方に開口する複数のスリット１ｓが形成され
ている。ここでは、スリット１ｓが略１２０°間隔に三つ形成されているが、その他の態
様であっても差し支えない。
【００３７】
　押進部材１５の外周部は、後半部（図２において右側半部）が前半部よりやや小さな径
に形成されて、その境界部が、先端口金１Ａの先端開口部が係合する段部１５ａになって
いる。
【００３８】
　その結果、押進部材１５は、後方から押されると、先端口金１Ａのスリット１ｓを押し
広げて先端口金１Ａを弾性変形させながらその前方に押し出され、一旦先端口金１Ａの先
端から押し出されると、先端口金１Ａ内に戻そうとしても段部１５ａが先端口金１Ａの先
端開口部に引っ掛かって戻すことができない。このように、先端口金１Ａは、押進部材１
５が可撓性シース１内から前方に押し出されるのは許容して、前方から可撓性シース１内
に戻るのは阻止する逆止機能を備えている。
【００３９】
　このように構成された実施例の内視鏡用生体内開口閉塞具は、内視鏡の処置具挿通チャ
ンネルに通して使用され、図５に示されるように、先端口金１Ａの先端を体内の生体内開
口１００に向けた状態で操作線材２を基端側から押し込み操作して、ロッド状部材１１の
先端を生体内開口１００内からその裏側に差し込み、そこで一対の受け側閉塞羽根１２を
開かせる。
【００４０】
　なお、操作線材２を基端側から軸線周り方向に回転操作することにより、連結フック３
と連結部材１４の括れ部１４ａとの係合部を介してその回転が開口閉塞ユニット１０に伝
達され、受け側閉塞羽根１２（及びスライド側閉塞羽根１３）の開き方向を任意に制御す
ることができる。
【００４１】
　この実施例の内視鏡用生体内開口閉塞具では、受け側閉塞羽根１２を強制的に開かせる
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手段が設けられていないので、受け側閉塞羽根１２を生体壁部に押し付けたり揺すったり
することで開かせることができる。図６は、開いた状態の受け側閉塞羽根１２を正面から
見た状態を示している。
【００４２】
　次いで、図７に示されるように、操作線材２を基端側から押し込み操作して、押進部材
１５とスライド側閉塞羽根１３を先端口金１Ａの先端から前方に押し出し、一対のスライ
ド側閉塞羽根１３を開かせる。スライド側閉塞羽根１３を開かせる操作は、受け側閉塞羽
根１２を開かせる場合と同様である。
【００４３】
　そして、図８に示されるように、基端側からの操作により、操作線材２に対して可撓性
シース１を先端側に押し込む（相対的に、操作線材２が可撓性シース１に対し後方に牽引
された状態になる）と、押進部材１５が先端口金１Ａの先端で押されてロッド状部材１１
に沿って前方に移動する。
【００４４】
　その結果、生体内開口１００が受け側閉塞羽根１２とスライド側閉塞羽根１３とで裏と
表から挟み付けられて塞がれた状態になり、その状態が弾力性部材１６のブレーキ作用に
より保持される。また、弾力性部材１６の水密性により生体内開口１００の裏側と表側の
間が完全に封止される。
【００４５】
　そこで、図１に示されるように、操作線材２に対して可撓性シース１を後方に退避させ
て連結フック３が先端口金１Ａの先端から外方に出た状態にすると、連結フック３が開い
て連結部材１４との連結状態が解除される。
【００４６】
　このようにして、ある程度以上の大きさを有する生体内開口１００であっても迅速かつ
確実に閉塞することができ、生体内開口１００を閉塞した状態の開口閉塞ユニット１０を
体内に留置することができる。
【００４７】
　使用部位の状態等によりロッド状部材１１を短く切断する必要がある場合には、図示さ
れていない適宜の内視鏡用処置具等を用いて、図９に示されるようにロッド状部材１１の
不要な部分を切除する。
【００４８】
　図１０は、本発明の第２の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の先端部分の側面断
面図であり、そのXI－XI断面図である図１１にも示されるように、受け側閉塞羽根１２と
スライド側閉塞羽根１３が共に、ロッド状部材１１内において長手方向と幅方向の双方に
向かって折り畳まれている。図１２は、受け側閉塞羽根１２が広がった状態の正面図であ
り、１２ｘが幅方向の折り目である。
【００４９】
　このように構成することにより、受け側閉塞羽根１２の幅を広くすることができる。な
お、受け側閉塞羽根１２とスライド側閉塞羽根１３の一方だけがロッド状部材１１内にお
いて長手方向と幅方向の双方に向かって折り畳まれるようにしてもよい。
【００５０】
　また、この実施例では、受け側閉塞羽根１２とスライド側閉塞羽根１３が共に可撓性シ
ース１外で開いた状態を図示する図１３に示されるように、受け側閉塞羽根１２とスライ
ド側閉塞羽根１３を各々可撓性シース１外において強制的に広がらせるためのスプリング
１２Ｓ，１３Ｓ（付勢部材）が設けられている。
【００５１】
　このように構成することにより、可撓性シース１外に出た受け側閉塞羽根１２とスライ
ド側閉塞羽根１３を強制的に確実に広げることができる。なお、受け側閉塞羽根１２とス
ライド側閉塞羽根１３の一方だけにスプリング１２Ｓ，１３Ｓを設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の使用状態を示す先端部
分の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の先端部分の側面断面図
である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の先端部分の平面断面図
である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の、図２におけるIV－IV
断面図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の使用状態を示す先端部
分の側面断面図である。
【図６】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の受け側閉塞羽根が開い
た状態の正面図である。
【図７】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の使用状態を示す先端部
分の側面断面図である。
【図８】本発明の第１の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の使用状態を示す先端部
分の側面断面図である。
【図９】本発明の第１の実施例に係る開口閉塞ユニットにより生体内開口が閉塞された状
態の側面断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の先端部分の側面断面
図である。
【図１１】本発明の第２の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の、図１０におけるXI
－XI断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具の受け側閉塞羽根が開
いた状態の正面図である。
【図１３】本発明の第２の実施例に係る内視鏡用生体内開口閉塞具において、受け側閉塞
羽根とスライド側閉塞羽根が共に開いた状態の先端部分の側面断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　可撓性シース
　１Ａ　先端口金
　１ｓ　スリット
　２　操作線材
　３　連結フック
　１０　開口閉塞ユニット
　１１　ロッド状部材
　１２　受け側閉塞羽根
　１２ａ　つながり部
　１２Ｓ　スプリング（付勢部材）
　１２ｔ　突起
　１３　スライド側閉塞羽根
　１３ａ　つながり部
　１３Ｓ　スプリング（付勢部材）
　１３ｔ　突起
　１４　連結部材
　１４ａ　括れ部
　１５　押進部材
　１５ａ　段部
　１６　弾力性部材
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月7日(2009.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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